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第一部 【証券情報】

第１ 【募集要項】

以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は

「発行登録追補書類」に記載します。

 
１ 【新規発行株式】

種類 発行数 内容

楽天グループ株式会社第１

回社債型種類株式

（以下「第１回社債型種類

株式」といいます。）

未定

（注２）

株主の権利内容において普通株式と異なる種類株式

単元株式数　100株

第１回社債型種類株式に係るその他の内容につきましては、後

記「摘要（第１回社債型種類株式の内容）」をご参照くださ

い。
 

（注）１　当社は、第１回社債型種類株式乃至第５回社債型種類株式（以下個別に又は総称して「社債型種類株式」と

いいます。）について定款に定めていますが、本発行登録書提出日（2026年２月26日）現在、社債型種類株

式の発行について決定しているものではありません。社債型種類株式の発行については、社債型種類株式の

配当原資となる利益の安定的な創出が今後十分に見込まれることを確認した上で、他の非有利子負債性資金

の調達の状況、調達資金の使途との兼ね合い、当社の今後の財務戦略及び資本戦略、市場環境等を総合的に

勘案し、取締役会の決議により決定する予定です（かかる決議を以下「発行決議」といいます。）。当社が

第１回社債型種類株式の発行を決定する場合、配当年率及び発行数を除く第１回社債型種類株式の内容並び

に発行価格を含む募集事項は、発行決議により決定し、配当年率は、同株式の公正価値に関する評価報告書

を受領した上で、発行決議の後に、日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定

されるブックビルディング方式と同様の方式により、配当年率に係る仮条件を提示して、当該仮条件による

需要状況及び当社が発行している劣後特約付社債の市場価格等を総合的に勘案した上で決定します（かかる

配当年率の決定日を以下「条件決定日」といいます。）。

２　定款において、第１回社債型種類株式の発行数の上限を75,000,000株としていますが、具体的な発行数は未

定であり、条件決定日に決定する予定です。

 
摘要（第１回社債型種類株式の内容）

第１回社債型種類株式の内容は以下のとおりであります。

イ  優先配当金

(1) 優先配当金

当社は、12月31日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は

記録された第１回社債型種類株式を有する株主（以下「第１回社債型種類株主」といいます。）又は第１回社

債型種類株式の登録株式質権者（以下第１回社債型種類株主とあわせて「第１回社債型種類株主等」と総称し

ます。）に対し、当社普通株式（以下「普通株式」といいます。）を有する株主（以下「普通株主」といいま

す。）及び普通株式の登録株式質権者（以下普通株主とあわせて「普通株主等」と総称します。）に先立ち、

第１回社債型種類株式１株につき、その１株当たりの発行価格相当額に、本イ(2)①乃至③に記載する第１回

社債型種類株式の配当年率（15パーセントを上限とする。以下「配当年率」といいます。）を乗じて算出した

額の金銭（ただし、小数部分が生じる場合、当該小数部分の取り扱いについては、発行決議により定めるもの

とします。）（以下「第１回社債型種類株式優先配当金」といいます。）を支払います。ただし、当該配当の

基準日の属する事業年度に第１回社債型種類株式優先期中配当金（下記ロに定義します。）を支払ったとき

は、その合計額を控除した額とします。

(2) 配当年率

未定（発行決議により定めるものとします。）

(3) 累積条項

ある事業年度に属する日を基準日として、第１回社債型種類株主等に対して行う第１回社債型種類株式１株

当たりの金銭による剰余金の配当の額が当該事業年度に係る第１回社債型種類株式優先配当金の額に達しな

いときは、その不足額について、単利計算により翌事業年度以降に累積します（以下累積した不足額を「第

１回社債型種類株式累積未払配当金」といいます。）。この場合の単利計算は、当該事業年度において適用

のある配当年率を基準として発行決議により定める算定方法によるものとします。第１回社債型種類株式累

積未払配当金については、第１回社債型種類株式優先配当金及び第１回社債型種類株式優先期中配当金の配

当に先立ち、第１回社債型種類株式１株につき第１回社債型種類株式累積未払配当金の額に達するまで、第

１回社債型種類株主等に対し、金銭による剰余金の配当を行います。

(4) 非参加条項

第１回社債型種類株主等に対しては、第１回社債型種類株式優先配当金の額及び第１回社債型種類株式累積
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未払配当金の額の合計額を超えて剰余金の配当を行いません。

ロ 優先期中配当金

　　　当社は、12月31日以外の日を基準日（以下「期中配当基準日」といいます。）として剰余金の配当を行うとき

は、当該配当の期中配当基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第１回社債型種類株主等に対し、普通株主

等に先立ち、第１回社債型種類株式１株につき、第１回社債型種類株式優先配当金の額の２分の１の額の金銭（た

だし、第１回社債型種類株式の発行日の属する事業年度において期中配当基準日を基準日として剰余金の配当を行

うときは、払込期日（同日を含みます。）から期中配当基準日（同日を含みます。）までの期間の日数に応じて合

理的に調整した額の金銭）（以下「第１回社債型種類株式優先期中配当金」といいます。）を支払います。ただ

し、ある事業年度に期中配当基準日が属する第１回社債型種類株式優先期中配当金の合計額は、当該事業年度にそ

の配当の基準日が属する第１回社債型種類株式優先配当金の額を超えないものとします。

ハ  残余財産の分配

(1)　残余財産分配金

当社は、残余財産を分配するときは、第１回社債型種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、第１回社債型

種類株式１株につき、その１株当たりの発行価格相当額に、第１回社債型種類株式累積未払配当金の額及び

残余財産の分配が行われる日の属する事業年度の初日から当該分配が行われる日までの期間に係る第１回社

債型種類株式優先配当金相当額を加えた額として、発行決議により定める算定方法により算出される額の金

銭を支払います。

(2) 非参加条項

第１回社債型種類株主等に対しては、本ハ(1)のほか、残余財産の分配を行いません。

ニ  優先順位

　　　当社の第１回社債型種類株式乃至第５回社債型種類株式の社債型種類株式優先配当金、社債型種類株式優先期

中配当金及び残余財産の支払順位は、同順位とします。

ホ  議決権

第１回社債型種類株主は、すべての事項につき株主総会において議決権を行使することができません。

ヘ  種類株主総会

(1)　種類株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することがで

きる株主の議決権の過半数をもって行います。

(2)　会社法第324条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する

株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行います。

(3)　当社が、会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合には、本へ(5)及び法令に別段の定めがある場合

を除き、第１回社債型種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しません。

(4)　当社の種類株主総会は、場所の定めのない種類株主総会とすることができます。

(5)　当社が以下に掲げる行為をする場合において、第１回社債型種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、

当社の株主総会決議又は取締役会決議に加え、第１回社債型種類株主を構成員とする種類株主総会の決議が

なければ、その効力を生じません。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる第１

回社債型種類株主が存しない場合は、この限りではありません。

① 当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（当社の単独による株

式移転を除きます。）

② 当社の特別支配株主による当社の他の株主に対する株式売渡請求に係る当社の取締役会による承認

ト  会社による金銭対価の取得条項

(1)　金銭対価の取得条項

当社は、第１回社債型種類株式について、払込期日（発行日）（同日を含みます。）から５年を経過した日

が到来した場合等、発行決議により定める事由が生じ、かつ取締役会の決議により別に定める取得日が到来

した場合は、当該第１回社債型種類株式の全部又は一部を取得することができます。この場合、当社は、当

該第１回社債型種類株式を取得するのと引換えに、第１回社債型種類株主に対し、第１回社債型種類株式１

株につき、発行価格を踏まえて発行決議により定める額の金銭を交付します。ただし、当社は、取得日又は

当該取得に係る振替取得日（下記に定義します。）のいずれかが１月１日から３月31日までのいずれかの日

となる取得を行うことができません。本ト(1)の規定に従い第１回社債型種類株式の一部を取得するときは、

取締役会が定める合理的な方法によって、第１回社債型種類株主から取得すべき第１回社債型種類株式を決

定します。

「振替取得日」とは、本トに記載する金銭対価の取得に基づく振替の申請により当社の振替先口座における保

有欄に取得に係る第１回社債型種類株式の数の増加の記載若しくは記録がなされる日又は当該取得に基づく

全部抹消の通知により第１回社債型種類株式についての記載若しくは記録の抹消がなされる日をいいます。

(2)　借換制限

当社は、当社が本ト（1）に規定する金銭対価の取得又は特定の第１回社債型種類株主との合意若しくは会社

法第165条第１項に規定する市場取引等による第１回社債型種類株式の取得（以下「金銭対価取得」と総称し
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ます。）を行う場合は、金銭対価取得を行う日以前12か月間に、借換必要金額（下記に定義します。）につ

き、借換証券（下記に定義します。）を発行若しくは処分又は借入れ（以下「発行等」といいます。）する

ことにより資金を調達していない限り、当該金銭対価取得を行いません。ただし、発行決議により定める場

合を除きます。

「借換必要金額」とは、金銭対価取得がなされる第１回社債型種類株式の資本性評価相当額（下記に定義し

ます。）を、当該借換証券について各信用格付業者から承認を得た資本性（パーセント表示されます。）

（ただし、借換証券となる当社普通株式の資本性は、100パーセントとします。）で除して算出される金額

（信用格付業者毎に承認を得た資本性が相違することにより算出される金額が異なる場合には、そのうち最

も大きい金額とします。）をいうものとします。

「資本性評価相当額」とは、第１回社債型種類株式の払込金額の総額相当額に、各信用格付業者から承認を

得た払込期日における第１回社債型種類株式の資本性（パーセント表示されます。）を乗じた金額（信用格

付業者毎に承認を得た資本性が相違することにより算出される金額が異なる場合には、そのうち最も大きい

金額とします。）をいいます。

「借換証券」とは、以下の①乃至③の証券又は債務で、借換証券である旨を当社が公表しているものをいい

ます。なお、以下の①又は②の場合については、当社の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規

則第２条第３号に定める子会社及び同条第７号に定める関連会社以外の者に対して発行等されるものに限

り、また、以下の②又は③の場合においては、第１回社債型種類株式の払込期日における第１回社債型種類

株式と同等以上の当社における資本性を有するものと各信用格付業者から承認を得たものに限ります。

①　普通株式

②　上記①以外のその他の種類の株式

③　上記①又は②以外の当社のその他一切の証券及び債務

チ  株式の併合又は分割等

(1)　当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、第１回社債型種類株式について株式の併合又は分割を行いま

せん。

(2)　当社は、第１回社債型種類株主に対し、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行いません。

(3)　当社は、第１回社債型種類株主に対し、募集株式の割当て又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与え

ません。

(4)　当社は、株式移転（当社の単独による株式移転に限ります。）をするときは、第１回社債型種類株主等に第

１回社債型種類株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する当社の第１回社債型種類株式と同種の株式

を、同一の持分割合で交付します。この場合における第１回社債型種類株式優先配当金及び第１回社債型種

類株式累積未払配当金の調整については、発行決議により定める方法によります。

リ  自己の第１回社債型種類株式の取得に際しての売主追加請求権の排除

　　当社が株主総会の決議によって特定の第１回社債型種類株主との合意により当該第１回社債型種類株主の有する

第１回社債型種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定し、会社法第157条第１項各号に掲げる事項を当該第１

回社債型種類株主に通知する旨を決定する場合には、同法第160条第２項及び第３項の規定を適用しないものとし

ます。

ヌ  上場

第１回社債型種類株式は、株式会社東京証券取引所プライム市場への上場申請を予定しています。
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２ 【株式募集の方法及び条件 】

(１) 【募集の方法 】

区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)

株主割当 － － －

その他の者に対する割当 － － －

一般募集 未定 未定 未定

計（総発行株式） 未定 未定 未定
 

（注）１　全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。

２　発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。

３　資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される

資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上

げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ

た額とします。

 
(２) 【募集の条件】

発行価格(円)
資本組入額

 (円)

申込株数

単位
申込期間 申込証拠金(円) 払込期日

未定

（注）

未定

（注）
100株 未定

１株につき発行価格

と同一の金額
未定

 

（注） 発行価格は、会社法上の払込金額であり、発行決議において決定する予定であります。なお、資本組入額は、

資本組入額の総額を新規発行株式の発行数で除した金額とします。

 
３ 【株式の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件

 
大和証券株式会社

 
その他の引受人に関し

ては未定（注）

 
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

 
 
 

未定

（注）

未定

（注）

 

計 － 未定 －
 

（注）　その他の引受人が加わる場合の氏名又は名称及び住所並びに引受けの条件については、発行決議において決定

されます。また、引受株式数（新規発行株式の発行数）は条件決定日に決定されます。

 
４ 【新規発行による手取金の使途】

(１) 【新規発行による手取金の額】

未定

 
(２) 【手取金の使途】

社債償還資金に充当する予定ですが、詳細については発行決議時に決定します。

 
第２ 【売出要項】

該当事項はありません。

 

第３ 【その他の記載事項】

該当事項はありません。
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第二部 【参照情報】

第１ 【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

すること。

 
１ 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度　第28期（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）　2025年３月28日関東財務局長に提出

事業年度　第29期（自　2025年１月１日　至　2025年12月31日）　2026年３月31日までに関東財務局長に提出予定

事業年度　第30期（自　2026年１月１日　至　2026年12月31日）　2027年３月31日までに関東財務局長に提出予定

　

２ 【半期報告書】

事業年度　第29期中（自　2025年１月１日　至　2025年６月30日）　2025年８月８日関東財務局長に提出

事業年度　第30期中（自　2026年１月１日　至　2026年６月30日）　2026年８月14日までに関東財務局長に提出予

定

事業年度　第31期中（自　2027年１月１日　至　2027年６月30日）　2027年８月16日までに関東財務局長に提出予

定

　

３ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日（2026年２月26日）までに、金融商品取引法第24条の５第４項及

び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2025年３月31日に関東財

務局長に提出

 
第２ 【参照書類の補完情報】

　　上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書（以下「有価証券報告書等」といいます。）に

記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録書提出日（2026年２

月26日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。

　　また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録書提出日

（2026年２月26日）現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。

 
第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】

楽天グループ株式会社　本店

（東京都世田谷区玉川一丁目14番１号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第三部 【保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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